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    開    議 

 

 

○佐々木謙二副議長 おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

なお、本日の会議に議長欠席のため、地方自

治法第106条の規定により副議長が議長の職務

を行いますので、ご了承お願いいたします。 

本日の会議に欠席の通告議員は、８番鳥谷政

一議員、21番鈴木良雄議員の２名であります。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

本日の会議は、配付しております議事日程第

４号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○佐々木謙二副議長 日程第１、市政一般に関す

る質問をきのうに引き続き行います。 

それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

  我妻 昇議員の質問 

 

 

○佐々木謙二副議長 順位11番、議席番号１番、

我妻昇議員。 

  （１番我妻昇議員登壇）（拍手） 

○１番 我妻 昇議員 おはようございます。 

傍聴席に身内がいますと非常に複雑な思いが

あるんですが、改めて身を引き締めて質問をさ

せていただきたいと思います。 

こうして暖かい日が続きますとまるで春が来

たかのような錯覚を起こしますが、まだまだ気

温の低い日も続きますし、雪の予報も見え隠れ

しているようでございます。このような季節を

三寒四温というのでございましょうか。ようや

く夢を語れるようになった長井市とどこか似て

いるような気もいたします。 

この６年の間、負債総額で38億円を減らし、

公債費のピークでありました16年度をどうにか

乗り切り、62名もの職員を減らすことができた

ことは、素直に評価することができます。業務

の民間委託も一つ一つ実現し、今後ますます加

速させていくことは、スリムな行政の姿がはっ

きりと見えてきたかと思います。全国トップク

ラスの改革のまちという意味では、今まで市民

の間に広がっていた「不満」というものが「自

慢」に変わりつつあるとさえ思えてきます。 

合併は避けて通れない、今後も努力していく

との市長の言葉ではありますが、こうして行財

政改革が着実に成果を上げていることは、将来

必ずや来るであろう合併に大変有利に働くこと

だろうと期待をしているところでもあります。 

昨年の12月議会で私が質問いたしました旧西

置賜郡役所の運営について、素早い対応で来年

度から市内ＮＰＯ団体に委託していくことも、

新しい名称がもうすぐ決まるということとあわ

せて今後の展開が非常に楽しみなところであり

ます。 

さて、最初の質問をさせていただきます。職

員の給与制度、勤務体系についてであります。 

本定例会に上程されました議案第22号は、い

わゆる「わたり」と呼ばれる昇給システムを廃

止するため、長井市独自の行政職給料表を用い

職員給与に関する条例を改正するというもので

すが、これはまさに施政方針にもありました行

財政改革の総仕上げにふさわしい案件と言える

ものであります。 

長年、職員の間には職務や職責に応じた給与

を望む声があったと聞いておりました。この改

正案が可決し現実のものとなるならば、職員一

人ひとりが今よりも増して自分の仕事に対する
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